
クラスターサーベイランスの流れ

医療機関の施設長等は、入院患者、職員等において、インフルエンザ様症状(*1)を
有する者の発生後７日以内に、その者を含め１０名以上が、医師によりインフルエンザ
と診断された場合、様式１により保健所に連絡する。(*2,*3)

医療機関

社会福祉施設等の施設長等は、入所者、利用者、職員等において、イン
フルエンザ様症状(*1)を有する者の発生後７日以内に、その者を含め１０名

以上が、医師によりインフルエンザと診断された場合、様式２により保健所に
連絡する。(*2,*3,)  また、県の関係部局に対しても報告する。（（注）参照）

(*1)インフルエンザ様症状：38℃以上の発熱かつ急性呼吸器症状

◆ただし 年齢 基礎疾患 服薬状況等の影響で高熱を呈さない場合もあるため

社会福祉
施設等

連絡票により管轄保健所へ連絡する。

◆ただし、年齢、基礎疾患、服薬状況等の影響で高熱を呈さない場合もあるため、
37.5℃以上で考慮してもよい。

◆急性呼吸器症状とは少なくとも以下の1つ以上の症状を呈した場合をいう。
ア）鼻汁もしくは鼻閉 イ）咽頭痛 ウ）咳

(*2)保健所に連絡後、同様の症状が生じた場合は、随時保健所に連絡すること。
(*3)簡易迅速検査で、Ｂ型陽性となった場合は除く。

当該患者の属する施設等に対し、施設内の発生状況を確認するとともに、必要に応じて、まん延
防止対策等について指導する。

保健所

健衛生

発生状況等について報告する。

保健衛生課

（注）この場合、施設長等は、「社会福祉施設等における事故発生時の報告取扱要領」（平成21年3月25日青健
福第2346号 青森県健康福祉部長通知）に基づき、県の関係部局に対しても報告する。

なお、介護保険指定事業者及び基準該当サービス事業者が行う介護保険適用サービスにあっては、「介護保
険事業者における事故発生時の報告取扱要領」（平成14年7月30日青高第636号 青森県健康福祉部長通知）

に準じて市町村及び県に対しても報告する

東地方保健所 指導予防課 Tel:017-741-8116 Fax:017-742-7250

弘前保健所 指導予防課 Tel:0172-33-8521 Fax:0172-33-8524

八戸保健所 指導予防課 Tel:0178-27-5111(内397） Fax:0178-27-1594

【保健所連絡先】

に準じて市町村及び県に対しても報告する。

五所川原保健所 指導予防課 Tel:0173-34-2108 Fax:0173-34-7516

上十三保健所 指導予防課 Tel:0176-23-4261 Fax:0176-23-4246

むつ保健所 指導予防課 Tel:0175-24-1231 Fax:0175-24-3449

青森市保健所 保健予防課 Tel:017-765-5282 Fax:017-765-5283




